
船舶事故調査報告書 

平成２８年２月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２６年１２月１４日 １５時１５分ごろ 

発生場所 沖縄県豊見城市瀬長島西方沖 

 ムーキ灯標から真方位０１４°２,７００ｍ付近 

 （概位 北緯２６°１０.２′ 東経１２７°３７.７′） 

事故の概要  作業船隼
はや

丸は、南東進中、浅礁に乗り揚げた。 

 隼丸は、舵及び推進器翼に曲損を生じた。 

事故調査の経過 平成２６年１２月１７日、調査を担当する主管調査官（那覇事務所）

を指名 

原因関係者から意見聴取実施済み 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

作業船 隼丸、８.９１トン 

 ＯＮ２－０７３７（漁船登録番号）、個人所有 

 第２９６－１８７５２号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 舵及び推進器翼に曲損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風力 ３、視界 良好 

海象：潮汐 下げ潮の中央期 

 事故の経過  船長は、瀬長島の陸岸寄りに白波が見えていたので、白波から離れ

ていれば乗り揚げることはないものと思って航行していたところ、船

底に衝撃を感じた。 

 海図Ｗ２２２Ａ（沖縄島南部）によれば、瀬長島から西方に約 

１,５００ｍ拡延する浅礁域がある。 

本船は、海図Ｗ２２２Ａを備えていなかった。 

本船は、電子海図を表示するＧＰＳプロッターを備えていた。 

本船の喫水は、船首約０.３ｍ、船尾約１.７ｍであった。 

分析  本船は、船長が、瀬長島の陸岸寄りに白波が見えていたので、白波

から離れていれば乗り揚げることはないものと思い、ＧＰＳプロッタ

ーを用いて船位の確認を行っていなかったことから、浅礁に向かって

いることに気付かなかったものと考えられる。 

原因  本事故は、船長が、ＧＰＳプロッターを用いて船位の確認を行って

いなかったため、本船が瀬長島西方沖の浅礁に乗り揚げたことにより

発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・ＧＰＳプロッターで船位及び前路の水深状況を確認すること。 
 


